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第18回投資等ワーキング・グループ 

議事概要 

１．日時：令和元年５月23日（木）11:00～12:07 

２．場所：合同庁舎４号館12階共用1214会議室 

３．出席者： 

（委 員）大田弘子（議長）、金丸恭文（議長代理）、原英史（座長）、 

森下竜一（座長代理）、飯田泰之 

（専門委員）村上文洋 

（事務局）窪田規制改革推進室次長、森山規制改革推進室次長、小室参事官 

（ヒアリング）

文部科学省初等中等教育局教科書課長 森友浩史

文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課長 髙谷浩樹

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室長 田中義恭

文部科学省大臣官房審議官（初等中等教育担当） 矢野和彦

文部科学省初等中等教育局教育課程課長補佐 名子学

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室長 長谷浩之

総務省情報流通行政局情報流通振興課長 犬童周作

総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室長 田村卓也

４．議題： 

（開会） 

議題：教育における最新技術の活用 

（閉会） 

５．議事概要： 

○小室参事官 それでは「規制改革推進会議 投資等ワーキング・グループ」を開催いた

します。 

 委員の皆様方におかれましては、御多用中、御出席いただき、まことにありがとうござ

います。 

 本日は、報道機関の方による冒頭のカメラ撮りがございます。よろしくお願いいたしま

す。 

その後、御退室をお願いします。 

（カメラ退室）

○小室参事官 本日は、大田議長、金丸議長代理にも御出席いただいております。
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 所用により、八代委員、角川専門委員が御欠席です。 

 なお、資料はお手元に１部御用意しておりますけれども、本資料は席上配付のみといた

しまして、会議終了後に回収させていただきます。 

 それでは、ここからの進行は原座長にお願いいたします。 

○原座長 本日の議題は「教育における最新技術の活用」です。 

 このテーマについては、公開ディスカッション、本会議でのこれまでの議論を踏まえて、

規制改革推進会議の問題意識を整理いたしました。 

 本日は、この問題意識について関係省庁から御意見をいただき、議論をさせていただき

たいと思います。 

 まず、規制改革推進会議の問題意識を御説明させていただき、その後、文部科学省から

10分程度、総務省から３分程度の御意見をいただいて、残りの時間でまとめて議論をさせ

ていただきたいと思います。 

早速ですが、資料の２ページ目の＜実施事項＞からポイントだけお話しして、御意見を

いただいていきたいと思います。 

 まず、＜実施事項＞のａでございます。最新技術を活用した世界最先端の質の高い教育

を全ての児童生徒に対して提供できるような環境をつくる、５年以内のできるだけ早期に

包括的な措置を講じていただけるように工程表を含む取りまとめを行っていただきたい。

遠隔教育に関しても、この中には含まれます。 

 具体的な中身についてはこのｂ以降で幾つか挙げておりますが、まず、ｂに関しては、

これはBYODも含めてパソコンの１人１台を初め、あるべき教育基盤を３年以内のできる限

り早期に実現する。ICT環境の整備に関して、これは市町村ごとにばらつきがあるとの問題

もありました。そのために、全ての自治体にICT環境整備についての計画策定・実施を促し

て、必要に応じて国による是正措置を講じるということでございます。 

 ｃ、情報の利活用に関して、パブリック・クラウドの利用が可能であることを明確にす

る、セキュリティ対策を講じた上で校務系と学習系のシステム連携を認めるといったこと

のほかに、自治体の条例の問題、オンライン結合を制限する規定に関しては、ガイドライ

ンを示すなどの当面の措置を講じるとともに、立法措置による解決を行っていただきたい

ということです。 

 ｄ、デジタル教科書に関して、「世界最先端の質の高いデジタル教科書」にふさわしい

コンテンツのあり方を検討して、その内容を定義いただきたい。結果を踏まえて、デジタ

ル教科書の活用が促進されるガイドラインの取りまとめを行う。さらに、公開ディスカッ

ションでも議論になりました授業時数の制限に関しては、廃止を含めて見直し、デジタル

教科書をより柔軟に活用できるような必要な措置を講じていただきたい。紙の教科書の代

替教材としての位置づけを見直して、デジタル教科書ならではの迅速なアップデートなど

が可能になるような、必要な制度の見直しを行っていただきたいということであります。 

 ｅに関して、通信・通学をより柔軟に組み合わせた、授業時間数や学年などに制約され
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ずに児童生徒の理解度・達成度に応じた新たな学びが、遠隔教育、さらにその先の最先端

の技術を活用することによって可能でございます。そういった観点で通信制・通学制の区

分を前提にしない、それらのよさを融合させた制度の導入や、標準時間数などにとらわれ

ない学習の容認、義務教育段階での通信制・単位制の手法の導入などを検討いただきたい

ということであります。 

 ｆに関して、この教員のあり方についての検討、結論をいただきたいということであり

ます。これも最先端の技術を活用する中で、教員にこれまで求められてきた「教科の専門

性」と「教職の専門性」の役割、また、教員の役割の範囲についても柔軟に見直していた

だきたい。さらに、従来の外部人材の枠を超えて、より幅広く外部人材が参画できるよう

な仕組みをつくるために必要な措置を講じていただきたい。 

 以上でございます。 

 では、文科省さんからよろしくお願いします。 

○文部科学省（矢野審議官） それでは、配付資料がございますので、ご覧いただければ

と思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 先端技術を活用する基盤となるICTの環境整備の状況につきましては、まだ不十分な状

況であるとともに、地域間格差が生じているとことから、これは大きな課題であるという

認識は、私どもとしても全く共通のものでございます。 

 文部科学省では、昨年11月に公表いたしました柴山・学びの革新プランを踏まえて、先

端技術の活用方策の具体化の検討を進めておりまして、本年３月に新時代の学びを支える

先端技術活用推進方策の中間まとめを取りまとめたところでございます。今後、さらに検

討を進め、先端技術を学校現場でこれまで以上に効果的に活用できるようにしたいと考え

ておりまして、世界最先端の教育環境を目指していきたいと考えております。同推進方策

は、６月に最終まとめを行いたいと考えております。 

 まず、席上配付の先ほど座長から御説明のありました点につきまして、ｂについて、私

どもの認識としても、この課題意識については全く共通なわけでございます。先ほど申し

ましたとおり、柴山プランなどに基づいて環境の充実に努めてまいりたいとは考えており

ますが、３年以内の実現は、今の自治体の財政状況、現在の整備状況を踏まえると、現段

階でこの答申は閣議決定に反映されると承知いたしておりますので、閣議決定するとして、

政府として確約できる状況にはないと考えております。ICTの環境整備の促進については、

整備状況とともにICT活用状況なども含めた見える化の取り組みが有効と考えております

ので、そういったことについてもしっかりと検討していきたいと考えております。 

 ｃについて、ここは恐らく課題の所在がシステム分離にあるという問題意識だと思うの

ですが、課題の所在はシステム分離ではなくセキュリティ対策の方法の提示が限定的であ

ることと考えておりまして、また、現状でも校務系と学習系のシステムの連携は可能であ

ると考えているところでございますので、こういった意見を出させていただいております。 

 ｄについて、文部科学省としては、まず、今年度から制度化されたデジタル教科書の効
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果的な活用を促進することが重要だと考えているところでございます。Society5.0を見据

えた教育を推進していく中で、教科書のコンテンツ、教科書を活用した児童生徒の学習に

おいても、ビッグデータ、AI等と連携できるようにしていくことが非常に重要なことだと

考えております。デジタル教科書の効果的な活用を一層促進するためにも、最適な制度を

構築することが必要であり、そのあり方について検討するためには、しっかりと検証を実

施し、国際的な観点も含めてエビデンスに基づく説得力のある議論を進める必要があると

考えております。昨年のデジタル教科書法案の衆参の附帯決議におきまして、このような

決議がなされております。教育効果・影響について、本格的・長期的な研究に基づいた検

証を行い、知見を蓄積した上で、デジタル教科書の使用に関する必要な施策を講ずること

ということで、立法府の意思も示されたところでございます。検討に当たっては、特に児

童生徒の学習に最適な教科書の媒体のあり方について検討を行うことが非常に重要だと認

識しております。これらを踏まえたスケジュールとしては、できる限り早く進めることと

し、デジタル教科書の本格的な発行は、来年度、令和２年度の小学校から順次行われるた

めに、２年度に得た小学校の研究データと、３年度に中学校が施行されますので、できる

限りその中学校のデータもあわせて、３年度に検討して結論を得ることが少なくとも必要

ではないかと考えているところでございます。 

 ｅについて、「全日制の課程において、通信制教育で一部の科目の単位を修得した場合、

その単位数を全課程の修了に必要な単位数に加えることができる」という表現でございま

すが、これについては、再三申し上げているとおり、学校教育法施行規則第97条や通知に

おいて明確にされております。他方で、具体の実践例等を含めるなどをして丁寧に周知を

図ることは重要と考えており、そのような措置を講じていきたいと考えているため、「ガ

イドライン等で明確にする」という部分は「周知する」と修文すべきと考えております。

その次に、地域や家庭の教育力が非常に低下してきている現在、学校教育の重要性は、む

しろ社会的にも、社会政策的・福祉政策的な観点からも高まっております。その役割はむ

しろ拡大してきている。そのような中にあって、義務教育段階の学齢児童生徒に対して、

心身の発達段階あるいは学力・意欲の多様化等を踏まえ、一人一人の特性や状況等をきめ

細かに理解して指導を行うことが重要であり、児童生徒と教員が直接向き合う機会が極端

に大幅に限定される通信教育課程は、義務教育の質を低下させることは明白だと、私ども

としては考えているところでございます。また、単位制の手法の導入につきましても、義

務教育段階におきましては、義務教育として行われる普通教育を施し、国家及び社会の形

成者として共通に必要とされる資質・能力を養うことを目的といたしておりまして、全児

童生徒に共通の教科を受けさせる必要があることから、高等学校のように、生徒の多様な

能力や進路等に応じて教科科目を選択させ、その修得した単位を認定する仕組みの導入、

すなわち単位制・通信制については、文部科学省としては考えていないところでございま

す。なお、高校につきましては、現在の制度下において、通信教育の方法としてスクーリ

ングを柔軟に組み合わせることは可能でございまして、既に多様な国民のニーズに応えて
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多様な通学スタイルを有する高校は存在しているところでございます。 

 ｆについて、Society5.0時代の教師については、ICTの活用、指導力を含む、子供たちの

学びの変化に応じた資質・能力が求められます。また、社会人など多様な人材を活用する

ことにより、多様性があり変化にも柔軟に対応できる教師集団を形成する必要がある。教

師の役割は、必ずしも「教科の専門性」と「教職の専門性」に区分されるものではない、

「教科の専門性」と「教職の専門性」が一体だということがどうも理解されにくいようで

ございますが、これからの時代におきまして児童生徒等に求められる資質・能力を育成す

ることができる教師のあり方、学校以外で勤務してきた経歴、専門的な知識・技能を有す

る者など、多様な背景を持つ人材によって教職員組織を構成できるようにするための免許

制度や、教員の養成、採用、研修、勤務環境のあり方について、今後、中央教育審議会に

おいても議論いただくことになっております。 

 この議論を踏まえつつ、文科省としても新たな時代における教員のあり方について積極

的な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○原座長 総務省。 

○総務省（犬童課長） 総務省情報流通振興課長の犬童でございます。 

 総務省の情報通信担当部局として、意見を１つ言わせていただきます。 

 ２ページ目、実施事項のｃ、最初のポツ、「これまで高等教育機関が利用してきた通信

インフラの」云々と書いてある１文でございますけれども、これは書きぶりの問題かもし

れませんけれども、２点申し上げたいと思っていまして、このポツが目指しているところ

は、今までどちらかというオンプレミスが主体の学校現場のシステムをクラウド化してい

くことが主眼だと思っていまして、書きぶりとしては、後段の「教育現場においてパブリ

ック・クラウドの利用が可能であることを明確にする」を先に書いていただいて、「明確

にするとともに、これまで高等教育機関が利用してきた」何とかかんとかの「充実化を図

る」とまた書きぶりを前後で逆にしていただくことが１点です。 

 ２点目として、パブリック・クラウドというものは、クラウドにつなぐ前の回線が公衆

網を介する場合と専用線を介する場合がございまして、当然公衆網を介する場合のほうが

専用線を介するものより安いコストで構築できますので、「パブリック・クラウド」とい

う文言の前に「公衆網を介したパブリック・クラウドの利用が可能であることを明確にす

るとともに」と書いていただければありがたいと思います。後半の「高等教育機関が利用

してきた通信インフラ」がSINETのことだと思いますが、これはどちらかというと専用回線

を使っていますので、その違いを明確にする意味でも、パブリック・クラウドというのは

「公衆網を介した」という修飾語をつけていただければと思います。 

 この２点でございます。 

○原座長 よろしゅうございますか。 

 ａから順番にやらせていただきますが、ａはこのままでよろしいかと思います。 
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 次のｂに関して、ここは文科省さんとのお話でございますが、まずは２つあって、１つ

目の「３年以内」の削除に関して、これはなぜ私たちが３年以内と言っているかというと、

５年以内に世界最先端の質の高い教育を実現いただきたい。もしそうであれば、パソコン

１人１台といった当たり前の教育基盤はそれよりも先にできなければいけない。それで、

３年以内という年限を示しました。３年以内が現実的でないとおっしゃるのであったら、

いつだったらできるのかを教えてください。 

 それから、事前にいただいていた修正意見では、自治体のばらつき問題に関して「必要

に応じ国による是正措置を講じる」を削除したいということでございます。できないとい

うことでございますが、法的根拠がないということであれば法的根拠をつくっていただけ

ればいいので、必要があるときにどう対応されるのかを教えてください。 

○文部科学省（矢野審議官） まず、１つ目ですが、この辺については、３年以内に我々

としてもできることであればしたいわけですけれども、先ほど申しましたとおり、今、パ

ソコンについては地方財政措置で行われているということで、一言で言うと、我々だけで

はマンデートがないということだと思います。 

 それと、法律を改正すればいいという話ですが、もちろん、この３年以内の整備という

ことも含めて、パソコンを１人１台に係る努力はするわけですが、立法云々の話はその後

の話ではないかということだと捉えております。 

 以上です。 

○原座長 今のお答えが全然わからないのですけれども、まず、今のお答えの２つの関係

がよくわからなくて、できる限りやりたいのだけれどもなかなか難しいのですとおっしゃ

って、立法措置などはその後というのはおかしいのではないですか。 

○文部科学省（矢野審議官） 最初の点について、例えば、さっき見える化と申しました

けれども、やるべきことはたくさんあるだろうと。まだ努力すべきことはたくさんあると

我々は思っていまして、それをやった上でやはりできないねということであれば、立法と

いうのは、我々が言い出すべき話でもなくて。 

○原座長 そうであれば、この３年以内というものがむしろ長過ぎるのかもしれなくて、

１年や２年以内にその最大限の努力をしていただいて、それでもなおパソコン１人１台が

実現できなかったら、早急に立法措置を検討いただいたらいいのですか。 

○文部科学省（矢野審議官） もう一度言いますと、現状を我々は見ているわけです。予

算の措置の状況、1,805億円の地方財政措置が講じられているわけですが、それで我々は３

人に１台というものをやってきたわけですが、その３人に１台すら現状でなかなかできて

いない。見える化も、一部、今まで努力してきたつもりでございます。にもかかわらず、

なかなか進んでいない状況がございます。 

 そういう現実を見ると、この３年以内ということを政府としてお約束するというのは非

現実的ではないかということが私ども考え方です。 

○文部科学省（髙谷課長） 追加をさせてください。 
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 ３年以内というものがなかなか難しいというところでございますけれども、小・中・高

校全部合わせて約1200万人居る中で、今、パソコンが配備されているものが200万台強とい

う状況でございます。この1000万をどう埋めるかということでございますので、今も考え

ているのですけれども、いろいろな手を私どもはこれから考えていく必要があると思いま

す。それは、ここにも少し記載していただいております、例えば、BYODだとか、みんなで

共有しながらも１人１台環境を何とか実現していくとか、あとは地方財政措置以外のいろ

いろなリソースを使うとか、いろいろな手は考えていきたいと思っていますが、例えば、

今から自治体に対して予算を要求させて、それで彼らが本格的に動き始めるのが来年度で

あることを考えると、３年以内に1000万台が全部埋まるかというところはなかなか現実的

ではないと見ております。 

 一方で、私どもがすべきことは、その何行か下に記載いただいております「すべての自

治体にICT環境整備に係る計画策定・実施を促し」と書いていただいております。この計画

の中で、それぞれの自治体が１人１台に向けてどのようにステップを考えるのが現実的な

のか、それは彼らに考えさせるだけではなくて私どもも一緒になって考えていって、それ

で本当に現実的に１人１台環境というものがいつごろできていくのかというものを見据え

て、もしそれが遅いということであれば新たな次のステップということになろうかと思い

ます。 

 そういう意味では、私どもがまずすべきことは、この計画策定・実施ということを進め

ていきたいと思っておりますし、「措置を講じる」としていただいていますから、例えば、

またそれをごらんいただきながら御意見をいただき、それを加速する方法もあろうかと思

います。 

○原座長 計画策定はぜひやっていただいたらいいと思っているのです。 

 確認ですけれども、矢野さんがおっしゃられたことは、まず、１人１台はできることな

らやりたい、それから、やるべきことはたくさんあるので早くやりたい、立法措置はその

先で考えたらいいのではないかということだと思うのです。私はその３点で別に方向性は

そんなにずれていないと思っているのですけれども、申し上げているのは、スケジュール

を切ってくださいと。 

○文部科学省（矢野審議官） 全くずれていないとは思うのですが、我々は政策を執行す

る側でございますので、約束できないことはできないと申し上げているわけです。 

○原座長 ３年でできないのだったらいつできるのですかとずっと伺っているのですけれ

ども、この論点ばかりずっとやっていられないので、それで切ってくださいと言って終わ

りにします。 

○文部科学省（矢野審議官） 済みません。急ぎたいのですが、具体的にいいますと、来

年度の地財計画の予算の検討もまだ始まったばかりです。ですから、ある程度それがお約

束できるようになるには、それなりの政策の熟度が必要です。そういうことで、何年にな

ったらできるということをある程度申し上げられるのも、もう少し時間が必要だと考えて
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います。 

○原座長 だったら、その政策の熟度はいつ高まって、どういう工程が示されるのか、今、

教えてほしいのですけれども。 

○文部科学省（矢野審議官） それは、まさに今、省内あるいは関係者との間で諮ってい

るところですので、こういう場で申し上げるような熟度ではないということです。 

○原座長 金丸議長代理。 

○金丸議長代理 先ほど原座長が指摘した上のａには「５年以内のできるだけ早期に」と

書いてあるので、この３年以内はちょっと難しいかもというか、あるいは、難しいという

よりもベストは尽くすけれども約束はできないというお話なのですけれども、この「５年

以内のできるだけ早期に」の内輪に入っているという理解でよろしいでしょうか。３年は、

３年半になるかもしれないし４年になるかもしれないけれども、５年を超えることはない

ということは共有できていると思っていいですかということが一つの質問。 

 それから、机と椅子と同等にというのは30年間私が言ってきている話なです。これは民

間の企業にも申し上げてきているのです。民間企業も机と椅子はすぐに買うのですよね。

何の議論もなく。投資対効果もデメリットも何も、議論をしないうちに買うのですが、こ

の机と椅子は、義務教育というか、法律の中に机と椅子が書いてあるのでしたか。 

○文部科学省（矢野審議官） それは特には書いていないです。 

○金丸議長代理 書いていないのだけれども、机と椅子は、ややオートマチックに、生徒

の数、座れる机が整備されると思っていいのですね。それが一つ。 

 それから、ランドセルがありますよね。小学校の皆さんはお買いになりますけれども、

ランドセルも、義務にはなっていないけれども、持ってこられる人の割合が結構多いので

はないかと思うのです。ランドセルの一番安い低価格なものと一番高いものはどれぐらい

の価格なのかなと、今の議論とは全然関係ないかもしれないけれども、イメージとして。 

○文部科学省（矢野審議官） 数万円ぐらいですね。 

○金丸議長代理 その数万というのは、１万なのか。 

○文部科学省（矢野審議官） 安いものであれば、それぐらいではないですかね。 

○金丸議長代理 結構高いランドセルが、おじいちゃん、おばあちゃんから送られてきま

す。だから、おじいちゃん、おばあちゃんからランドセルをもらうぐらいだったら、ラン

ドセルの中にタブレットも入れたセットで売ってもらえると、すべてを国が配ることもな

いのではないかと。だから、価値観も含めてムーブメントを起こさないと、この短期に一

気にいかないのではないかと。 

 時間がかかると、最初に配ったものと後で配るものの機種が変わってきて、バージョン

やソフトウエアも変わるので、一気に実現できない限りそれ以外のデジタルな話を議論し

ても意味がないぐらい最重要のことなので、ここの表現は、無理、約束できないと言われ

れば言われるほど原さんは「やらないのではないか」と思ってしまうので、難しいことは

みんな共有しているわけで、そこを意欲的な言葉に変えたほうが私はいいのではないかと
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思いました。 

○文部科学省（矢野審議官） ありがとうございます。 

 代理のおっしゃることに100％共感いたします。今回、新しい学習指導要領で情報活用能

力というものを一つの学習の基盤として整理いたしました。情報活用能力のためには、当

然パソコン、タブレットの類が必要だということで、学校教育はこれからそういう意味で

大きく変わっていくと捉えております。そういう意味でも、読み書きそろばん、机、椅子、

黒板なのか、電子黒板なのか、学校にとっては必要不可欠なものだという認識を我々も事

あるごとに深めていかないといけないと考えております。どのように前向きな修文ができ

るか検討してみたいと考えております。 

○原座長 先ほどの１点目の質問について。５年以内の内枠に入りますか。 

○文部科学省（矢野審議官） 世界最先端というのは、公開ヒアリングのときに問題にな

りましたけれども、その辺を我々としてはどの辺に置くかというのをしっかり示していき

たいと思っていますが、５年以内にというのは、当然５年以内に含まれていると考えてお

ります。 

○原座長 あとは文言の調整を別途したいと思いますが、このｂに関しては、御質問はよ

ろしいですか。 

 よろしければ、ｃに移ります。 

 ｃは村上さん、何かコメントはありますか。 

○村上専門委員 大丈夫です。 

○原座長 先ほどの文科省さんと総務省さんの御意見を踏まえて、何か確認事項はほかに

ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 では、あとは文章の調整をさせていただきたいと思います。 

 次に、ｄに関してですが、ここは何点かあるのですが、まず期限に関して。２年度から

本格的に小学校での実証が行われますということです。それで３年度でないといけないの

でしょうかというのが一つです。 

 あとは、先ほど４つの項目を申し上げました。その中で、特に授業時間数の制限の問題

について、それから、４点目に申し上げたデジタル教科書ならではの迅速なアップデート

を可能にするための制度の見直しについては、必要な措置の項目の中から削られているわ

けです。しかし、これからの検証を行っていく中で、当然こういった観点を踏まえた、含

めた検証を行っていただく必要があるのではないかと思っていますが、ここはどうお考え

になるのか教えてください。 

○文部科学省（矢野審議官） 先ほども申しましたとおり、まず、この検証の年度でござ

いますが、昨年のデジタル法案の審議のときに、立法府として、本格的かつ長期的な調査

研究や、実証研究に基づいた客観的、定量的な検証を行い、知見を蓄積した上でデジタル

教科書の使用に関する必要な施策を講ずることとされておりました。令和元年度から実証

研究を開始して、令和２年度に初めて新学習指導要領に基づく小学校の教科書が提供され
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る。３年度が中学校ということで、同時並行的にしっかりと調査研究させていただいて、

３年度中には結論を得たいということで、これが本格的かつ長期的なというのはどれぐら

いかという議論はあろうかと思うのですが、それぐらいはかけないといけないのではない

かということでございます。 

 それと、世界で戦えるという観点から、児童生徒の学習に最適な教科書の媒体のあり方

について検討したいと考えておりまして、授業の時数の見直し制限については、その中で

検討していきたいと考えております。 

○文部科学省（森友課長） 期限の関係でございますけれども、冒頭、審議官から御説明

申し上げた中で、デジタル教科書の本格的な発行というのが、小学校については、令和２

年度の指導要領の全面改訂の実施のとき、実際に今、あまりデジタル教科書ができており

ませんので、小学校については本格的に教科書会社が発行するのが令和２年度です。です

ので、その小学校については少なくとも２年度間はデータをとって、そのデータをもとに

本格的な議論ができるのが３年度なので、少なくとも３年度までは検討する時間が必要で、

その上で結論を得たいということでございます。 

 ２点目、座長からございました訂正の部分のお話でございますけれども、これについて

は、先日の会議でも申し上げましたが、現実的に現行の制度の中でも、デジタル教科書に

関しても更新などのアップデートは随時できます。それ以上の位置づけの話に絡んで、デ

ジタル教科書につき、今は代替だけれども、そうではなく紙と組み合わせて、もっとより

重い位置づけにするなどということについては、修正案の中で書かせていただいている、

まさに世界で戦えるという観点から、児童生徒の学習に最適な教科書の媒体をどう考える

のかということを検討する中で、あわせて検討するような形になるのではないかと思って

います。 

○原座長 よろしいですか。 

 まず、期限に関しては、本格的、長期的な検証を踏まえて施策を講じていく。これは当

然だと思うのですけれども、長期的な検証が終わってからでなければ追加的なことは何も

やらないと書いてあるのでしょうかというのが１つ目。 

 それから、授業時間数の制限に関して、これは公開ディスカッションのときにもお話を

いたしましたけれども、そのときに、時間数の制限については、必ずしも根拠があるもの

ではないというお話だったかと思います。その制約を残しておく必要がなぜあるのか。 

 ３点目、アップデートに関してですが、これは従来から何回か御説明を伺って、今の仕

組みについては理解をしているつもりです。紙の教科書の検定が行われて、紙の教科書の

検定がなされたものに関しては、デジタルで出せるという仕組みになっているということ

だと理解しています。私たちが申し上げているのは、これは前回の本会議のときにも議論

がありましたけれども、デジタルの教科書で検定を受ける仕組みはなぜできないのですか

と。それをやると何が困ることがあるのでしょうか。 

 以上、３点お答えをいただいて、さらに議論いたします。 
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○文部科学省（森友課長） ありがとうございます。 

 １点目につきましては、すみません。附帯決議に本格的、長期的な研究に基づいた検証

を行い、知見を蓄積した上で、必要な施策を講じるということが書かれております。 

 実際的な意味でのスケジュールを３年度という結論にしているのは、先ほど私が申し上

げましたが、実際にデータが集められる期間を考えたときにそうなってしまうということ

でございます。 

 授業時数の制限に関しましては、先ほど申し上げました、世界で戦える教科書の媒体と

いうのは、本当にどういうものがいいのか、あるいは、デジタルがいいのか、紙のほうが

いいのか、それは多分組み合わせだと思うのですけれども、そういった議論、検討をして

いく中で、あわせて授業時数の話についても検討するということとしたいと考えておりま

す。 

 アップデートの話で、今、座長からあった検定の対象とできるのかできないのかについ

ては、まさにデジタル教科書を選択制にするのかどうかという議論とイコールになってく

るのですけれども、それは、今入れている教科書の媒体として適切なもの、最適なものが

何かを検討する中で、あわせて検討していきたいと考えているという意味でございます。 

○原座長 確認ですけれども、授業時数の問題、それから、選択制という言葉を使われま

したけれども、デジタルの教科書での検定をするという仕組みですね。これについては、

今、やるかどうかという結論は出せないけれども、検討課題には含まれると考えてよろし

いのですか。 

○文部科学省（森友課長） まさに今、私が申し上げたとおり、最適な教科書の媒体のあ

り方というものは何かを検討する中で、検討していくということでございます。 

○金丸議長代理 最適なという意味合いなのですけれども、要するに、最適解を見出すと

いうことは、今、原座長が質問された、初期段階で選択の分母は意図的に排除しない。網

羅的なところから最適解は導き出されるので、今の御質問のやりとりだと、デジタル教科

書を認定することももちろん分母からは消さないという理解で私はいますので、よろしく

お願いします。 

  デジタル教科書でもう一つ確認したいのは、認定された紙の教材があり、そのコンテ

ンツを比較したときに、紙のコンテンツをデジタル教科書が包含しているので、プラスア

ルファの空間も含めて、動画と結びつくだとか、応用の部分とプラスアルファの部分は多

いイメージを私は描いていますが、それはそれでよろしいですかということを、どなたか

確認させてください。 

○文部科学省（森友課長） いわゆるデジタル教科書につきましては、今、代理がおっし

ゃったとおり、動画なども含めたものがデジタル教科書として実際に使われています。 

○金丸議長代理 もう一つ確認なのですけれども、新しい時代が来ていて、世界もいろい

ろな進展があって、そういうことも背景にしてこんな議論もあると思うのです。文科省さ

んがつくられた表現で、３ページの一番下のほうに、一人一人の特性や状況等をきめ細か
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に理解してという話があるのですけれども、今のハイテクの発展は、全てのプロダクトと

か全てのサービスが一人一人にカスタマイズしやすくなってきていると認識していますが、

その認識も共有できているかどうか確認したいのです。それは間違いないと思っていいで

すか。 

○文部科学省（田中室長） おっしゃるとおりであるかと思います。文部科学省といたし

ましても、公正に個別最適化された学びを目指すということを林大臣のときに報告でまと

めていただきましたけれども、その背景には、ICTの進化、AIの進化というものがありまし

て、それを目指していくという方向につきましては、全くおっしゃるとおりであると考え

ております。 

 

○原座長 では、どうぞ。 

○大田議長 確認させてください。 

 前回の本会議でも出ていましたように、デジタル媒体だと音声も出るし、画像も出るし、

検索も十分にできる。皆さん方も新しい知識を習得するときに、デジタル媒体というのが

どれだけすぐれているかというのもよく御存知のはずです。 

 しかし、日本の子供たちは、まだ当分その恩恵を受けられないわけですね。デジタル教

科書は授業時数の半分でなければいけないし、内容は紙と同じでなければいけない。これ

から何年もかけて検証し、それを受けて、最適な媒体のあり方をこれから検討すると。一

体この問題は、誰の立場を重視して議論されているのか。本当に日本の将来に暗たんたる

思いがしています。 

 改めてお聞きしますが、最適な教科書の媒体のあり方についての検討は、どういうメン

バーで、どういうスケジュールで、どこで行うのですか。 

○文部科学省（森友課長） 現在考えておりますのは、外部の有識者の方々、学校現場で

お仕えになられている方もいらっしゃいますし、アカデミアの方もいらっしゃいます。そ

ういった方々のお知恵をおかりしながら、今年度パイロット的にやりながら、来年度、先

ほど申し上げましたとおり、小学校で本格的にデジタル教科書が発行されますので、その

状況をきちんとデータを集めて、そのデータをもとにしっかりと検討して、デジタル教科

書の効果的な活用を推し進めるためにも、しっかりそこでエビデンスをとって、最適なあ

り方を考えていく。 

 今、議長がおっしゃった点で、冒頭ございましたが、昨年法改正がなされまして、もち

ろん議長はそういうことをお感じになられると思うのですけれども、法改正ができて、デ

ジタル教科書が法令上位置づけられたというのは非常に大きな点だと我々は思っておりま

す。その中で、現在学校現場でも試行錯誤しながら、デジタル教科書の本当に良いところ

は何なのかを模索しながら、実際の現場での取り組みを進めております。 

 私ももちろん担当課長として現場を見に行っておりますし、その中で、非常に効果があ

ることも現場を見てわかっておりますけれども、それが必ずしもまだ全体の教員の中の共
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有ができている状況ではないのが現状でございます。 

 まず、デジタル教科書のカスタマイズもあわせてできるという良いところを、我々とし

ても関係者の方々、教員もそうですし、保護者もそうですし、そういった方々にきちんと

認識をしてもらって、効果的な活用をより広めていきたい。そのためにしっかりと検証を

して、段階を踏んできちんと取り組みを進めていきたい。 

 我々の立場は、デジタル教科書の効果的な活用については、推進をしたいという立場で

ございますので、その中で取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。 

○大田議長 デジタル媒体を誰も知らないわけではなくて、みんな知っているし、日常的

に使っている。子供たちですら日常的に接しているわけです。エビデンスベーストは非常

に重要ですが、「最適なあり方」はすぐにでも検討を開始できる。問題点の所在などはエ

ビデンスを重視しなければいけませんが、何も知らないことを議論するわけではないので

すから、エビデンスがなければ検討を開始できないということではありません。 

 即議論に着手していただいて、一刻も早く日本の子供たちがデジタル化の恩恵を本当に

受けられるようにしていただきたい。これは切にお願いいたします。 

○原座長 よろしいですか。 

 それでは、文面については別途調整させていただきますが、まず、このスケジュールに

関しては、検討は直ちに開始して、エビデンスを蓄積しながら早期に結論を得るような方

向で調整させていただけないかと思います。 

 中身に関して、最適な媒体のあり方に関しての検討、この中に、先ほどお話をした授業

時間数の制限、それから、デジタル教科書についての直接的なという言い方がいいかわか

らないですが、その検定の仕組みについても検討の対象に含まれるということを記載した

形で答申の調整をさせていただければと思います。また、これは別途調整させていただき

ます。 

 その後、次のｅの項目でございます。１行目の部分はこれでおおむねよろしいかと思い

ますが、２点目に関して、ここは私たちが申し上げていますのは、今もございましたけれ

ども、最新のICT技術を使うことによって、個別に最適な学びが実現できる。これは通信を

使ったり、デジタルのドリルを使ったりして、個別により効果的な教育手法が可能になる

ようになってきているということだと思います。なので、そういったことによって学校の

教育の質が低下するということではないと考えています。 

 先ほどの文科省さんのお話の中で、学校教育の重要性が高まる、その役割が拡大してい

るというお話がございましたけれども、これは全くそのとおりで、私たちはそれを何ら否

定して議論しているわけではないのです。 

 その上で、最先端の技術を使って新たな個別の学びなどの仕組みが可能になっている。

それと教室における授業と組み合わせることも可能になってきているという中で、通信制、

通学制、これは歴史的に通信制という仕組みと通学制という仕組みが区分されて制度化さ

れてきていますが、それらのよさを融合させた制度の導入、また、時間数にとらわれない
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ような学習の仕組みの制度化、また、義務教育段階でもそういった新たな手法を拡大する、

導入していくということがなぜ検討されないのか、もう一回教えていただけますか。 

○文部科学省（矢野審議官） 先ほど申しましたとおり、義務教育段階でございますが、

国家及び社会の形成者として共通に必要とされる資質・能力を養うということで、全児童

生徒にしっかりと学習指導要領に設定された教科、科目を受けさせる必要があるというこ

とでございます。 

 また、例えば教育基本法には、教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規律を重ん

ずるとともに、みずから進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われる等の

規定がございます。 

 最高裁の判例でも、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のために必要であるという国

家的要請だけによるものではなく、また、子女の人格の完成に必要な、欠くべからざるも

のということから、親の本来有している子女を教育すべき義務を全うせしめんとする趣旨

であるということで、学校に来ていただく教育というのが、義務教育における就学義務の

主な中身と考えております。 

 これは御案内のとおり、憲法26条の保護者がその保護をする子女に、法律に基づいて定

めるところにより普通教育を施す義務があるということ。これが教育基本法にも同様の規

定があり、学校教育法に今の規定があるということで、これらは全て我々は就学義務と言

っておりますが、その就学義務は当然学校に通っていただくということが前提となってお

り、法体系から言って、高等学校とは全く違うものとなっているところでございます。 

 例えば、先ほど社会における要請という話がありました。その社会における要請の意味

は、例えばこの二十数年間で児童の虐待は25倍になっているということ。それと、特別支

援教育を必要とする人も、数は忘れましたが、たしか十何倍。あと、外国人の子弟も、こ

こ数年間、５年間ぐらいで2.4倍だったか、2.5倍だったか、そういう数に膨れ上がってい

る。 

 通信制というと、普通は赤ペン先生のことを制度上は言いますので、座長がおっしゃっ

ていた電波を飛ばしてという話とはちょっと違うのですけれども、通信制を導入するとい

うことは、それらの手当て、例えば発達障害のお子さんであると、そのお子さんたちに通

級指導といいまして、個別具体の指導を行うことが徐々に拡大してきておりますが、そう

いったことをやるために、文部科学省は平成28年度に法律改正を行って、その通級指導の

ための教員を手配したり、あるいは外国人の子供のために、これも同じ年に、その教員を

充てることができるというように法律を改正しまして、取り組んでいると。 

 また、児童虐待についてですけれども、不登校イコール児童虐待ではないのですが、逆

に児童虐待やネグレクトについては、ほぼ不登校が当てはまります。つまり、やや暴論で

はありますけれども、複数の大人の目に触れないことの危険性をまさに児童虐待は物語っ

ている。 

 そういう意味で、実は今回我々は幼・小・中・高、あとは認定こども園等で、２週間以
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上学校に来ていない子供の悉皆調査を全国でやりましたけれども、高校の通信制について

は、残念ながら調査することができなかったということもございました。学校、特に義務

教育については、高等学校以下の教育とは、憲法からおりてくる法律上の位置づけも根本

的に違いますので、この部分については通信制は私どもとしては認められないということ

でございます。 

○原座長 全然議論がすれ違ってしまっていまして、全児童生徒に共通の教科を受けさせ

る必要がある、それは何も否定していないのです。全児童生徒に最善の教育を提供するた

めにどうしたらいいのかという問題意識で、私たちはこの問題提起をしています。 

 お話もありましたけれども、通信制、今の制度は赤ペン先生型とおっしゃいましたが、

もともと、学校にどうしても来られないような人に対して、赤ペン先生型の指導を行うと

いう制度として設計されたわけです。ですが、時代が全く変わって、ICTを活用した個別学

習が可能になりました。その中で、現行の制度とそういった新しい学習、学びの仕組み、

学びのあり方との関係がどうなっているのかというと、実際の運用は、それを通信制とい

う枠組みの中で認めることにしているわけです。それで、お話にもありましたけれども、

通信の単位として加えることができるという仕組みを使って、そういった最先端の学びと

従来型の通学、教室での授業等を組み合わせることができるという運用をしている。 

○文部科学省（矢野審議官） 高校の話ですね。 

○原座長 はい。高校でそういうことをされている。 

 私たちが申し上げているのは、通信制というのは赤ペン先生型なのですという前提をや

めて、最先端の技術を活用したような新しい時代の状況に対応した制度に変えたらよろし

いではないですかと。通信の手法、通学の手法、教室での学びの区分を前提にしない、よ

さを融合させた制度の導入を検討されたらよろしいのではないですかと申し上げているの

ですが、ここが否定される理由が全くわかりません。 

 そういった前提で申し上げたときに、義務教育だとできませんというのもわかりません。 

○文部科学省（矢野審議官） ２点あると思うのです。繰り返しになりますけれども、高

校については、今おっしゃったようなことはもう既にできるようになっているわけです。

義務教育については、先ほどは申し上げなかったのですけれども、大体義務教育は1,000時

間ほど年間の授業時数がございますが、普通の学校の実態といたしましては、1,000時間弱

の中ではカリキュラムを十分こなし切れていない現状がございまして、それよりずっとプ

ラスして授業を行っている実態でございます。 

 つまり、高校の場合は、今回の文部科学省の学習指導要領の改訂でも記載させていただ

きましたが、ある程度学びに向かう力ができているという前提のお子さんたちでございま

す。しかし、小・中学校については、まずどうやって机、椅子に座ってもらうかというと

ころから始めないといけないのが実態でございます。 

 ですから、理論としてはわかるのですが、現場の生きた子供たちには、今の座長の理屈

は通じないというのが、我々の認識です。 
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○森下座長代理 そうはいっても、先ほど来、不登校であったり、ADHDのお子さんたちも

いる中で、これはワーキングの場でも言いましたけれども、その子たちはできないわけで

す。そこにある程度ICTを活用したものを入れてあげるというのは、むしろこれは救いにつ

ながりますね。だから、そこが一切だめだという理屈に聞こえてしまうのです。 

○文部科学省（矢野審議官） それは補足させてください。 

 実はそれについては、平成17年に既に通知を出しておりまして、これは御存じですね。 

○森下座長代理 ただ、今言っているのは、そういう中で間に入る子は結構いるのです。

要するに、対応が悪いことで、本来は戻ってこられるかもしれないのが、どうしても学校

に行きなさいということでさらに嫌になって不登校になるというケースもありますね。だ

から、いろいろなケースがあるのは事実だと思うのです。言われるように、逆に不登校の

ケースで虐待があるケースもある。だけれども、逆のケースもあるわけですね。学校の先

生が嫌だというのもたくさんあるわけです。 

 そうした中で、座長が言われるように、もうちょっと柔軟な組み合わせをすることは決

して子供にとって不幸なことではなくて、むしろきっかけを与えることになると思うので、

そこが学校に来なければ全然だめなのだと言われると、違和感を覚えるのですけれどもね。

実際に一部認められているのだから、そこをもうちょっと拡大されたらどうかなと思いま

す。 

○文部科学省（矢野審議官） 不登校の子供たちに、それをしっかりと手当てしていく。

それはこれからも必要だと思います。十分だったかと言われれば、十分ではなかったと私

も思います。 

 しかし、今、不登校という限定をかけて、まさにICTを使った学習を行った場合、指導要

録上、出席扱いができる、卒業することができるという柔軟な制度が行われて、それをも

っと活用しないといけないというのはあるのだろうと思うのですが、それをさらに踏み越

えて通信制を認めるという話になると、先ほどおっしゃった児童虐待の大人、そういった

ところにも大義名分を与えてしまうというのが、我々の問題意識でございました。 

 ですから、森下代理と我々の考え方はそんなに齟齬はない。むしろデメリットの点を我々

はどう克服していくか、せっかく行った扱いをどう前向きに進めていくかというのが大事

かと考えております。 

○飯田委員 今、森下代理からもお話があったところでありますが、児童の多様性をどう

やって受容していくかというのが一番重要なポイントなのではないかと。ここに列挙され

ているものにおいても２パターンありまして、一つは、先取り学習等の非常に優秀な学生

に対してその学びを阻害しない方法を考える。そして、もう一つが、例えば学習に対して

障害を持っているであるとか学校における人間関係にトラブルを抱えている。彼らに通信

型の教育を認めていくことで、いわゆる教育のプロセスの中に受容していく。 

 ある意味でいいますと、私自身も小・中学生の段階で複数の大人の目に触れる機会は極

めて虐待の防止のために重要だと思っているのです。そういった中で、全部通信、全部通
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学というだけではなく、個別事情にあわせた形。通信制と言ってしまうと一切学校に来な

いというイメージになってしまうのかもしれませんが、というよりは、単位制と書かれて

いますが、一部を何らかの形で通学しない、またはその子供の多様性に合わせた形で対応

していく。こういった意味合いが込められていまして、別に一切通学させないという意味

では必ずしもないと思います。 

○原座長 大分時間がなくなってきてしまったので、ここはもう一回調整をさせていただ

きたいと思います。 

 申しわけないのですけれども、議論がすれ違っていて、矢野さんがずっとおっしゃって

いるのは、通信制という今の制度を前提にして義務教育ではできないとおっしゃるのだけ

れども、私たちはそんなことは申し上げていないのです。ICTを活用した個別の学習や最善

な学びを実現するために、義務教育も高校も含めて、制度の見直しを考えられたらよろし

いのではないかということを申し上げているので、これはまた別途議論をさせてください。 

 最後のｆに関して、これも時間がなくなりましたが、先ほど教科の専門性と教職の専門

性の一体に関して、一体であることが理解されていないようなのだけれどもとおっしゃっ

たのですが、そこは理解していないわけではなくて、今の授業において教科の専門性と教

職の専門性が組み合わされた形で授業がなされていることはよくわかっているのです。 

 ただ、一方で、申し上げているのは、先ほどから出ているような最先端の技術を使った

個別の学習などがこれからさらに拡大をしていく中で、教科を修得させる役割。それと、

教育の専門性を生かした、教室での学びのファシリテートのような役割は、あり方がさら

に変わっていくのではないか。そういった教員の役割のあり方についての見直しをされた

らよろしいのではないかと申し上げているつもりなのです。 

○文部科学省（矢野審議官） あり方が変わっていくというよりも、前回申し上げました

とおり、いろいろとさらに付加されていくイメージを我々は持っています。ですから、フ

ァシリテート機能が必要になるというのは何ら異存のないところです。 

○原座長 付加されるだけではなく、最先端のICTを活用して、減らせる部分は減らしてい

くことも含めて考えられるわけですね。 

○文部科学省（矢野審議官） ですから、ICTは必要だと思っていますし、外部人材の支援

も必要だと思っています。ただ、教科の専門性と教職の専門性に言葉としてこだわったの

は、これは教科の専門性の部分だから、そこは全部アウトソーシングできるよねという発

想はおかしいですよということが申し上げたいだけだったわけです。ですから、今、座長

は御理解いただいているというお話だったので、結構です。 

○原座長 余りこれを削除する必要性を私は感じていないのですが、いずれにしても、こ

れは文面調整をまた改めていたしますけれども、もし委員の方々で留意事項をおっしゃっ

ていただく点があれば、お願いします。よろしゅうございましょうか。 

○金丸議長代理 きょうの議論を聞いていると、まだかみ合っていない気がしました。私

はオンラインか通学かというのは単なる手段だと思うのですけれども、その手段とか形式
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の話にこだわられているようで、教育というのは、コンテンツと教える先生と教え方だと

思うのですが、それが質的に向上されて、一人一人のお子さんの状況に合わせて、応用の

メニューがあって、これとこれとこれを組み合わせたら卒業までいけると。 

 先ほどの虐待等については、紙と紙でやりとりをする通信ではなく、オンラインで顔も

見えるようにしていけばいいわけだし、そうすると、虐待でお父さんが今はいないからと

いったところで、24時間いつでもそのお子さんの顔を映像で見ることも可能にもなる。だ

から、メリットも多いので、もう一度議論させてほしいと思いました。 

 きょうはエビデンスという言葉も結構出たのですが、ほかの規制改革のテーマもそうな

のですけれども、本当にステップ論が出てきて、エビデンス、エビデンスとおっしゃるの

ですが、世界のイノベーションは、エビデンスではなくて、まずやってみる。アクション

が先でエビデンスが生まれてくるのです。だけれども、やってもいないのにエビデンスと

言って、ちょこちょこ始めていて、それで、ああだこうだと言っているうちに何年かの時

間がたってしまって、劣後する。だって、グーグルは2012年で自分の会社のサービスの中

に人工知能を使っているのはゼロですから。ということは、人口知能は2012年から今まで

のこの数年間の間で使われたわけですね。 

 テクノロジーはバックキャスティングが一番可能なものなので、そういう時代が到来す

るというのを、何よりも文科省が、技術分野もつかさどっているのだから、先取りをした

形でデザインをしていかなければいけないのだけれども、後手に回っているから、今から

相当一定以上の時間がかかるという話だったので、いつ先に行きますかということですね。

もたもた２～３年するということだから、前にも申し上げたとおり、次に打つ手は普通の

手では追いつかないということだけは申し上げておきたいと思いました。 

○大田議長 私もきょうの議論を聞いていて食い違いが気になりましたので、最後に確認

させていただきたいのですが、「最新技術を活用した世界最先端の質の高い教育を５年以

内に実現する。そのための工程表を取りまとめる」。ここは共有できていますね。確認で

す。世界最先端ですね。 

○文部科学省（矢野審議官） ぜひやりたいと思います。最先端です。 

○大田議長 わかりました。それならば結構です。 

○森下座長代理 感想だけになってしまうのですが、前にもディスカッションで言いまし

たけれども、お子さんを持っている家庭から言うと、きょうの議論はすごく不毛な議論だ

と思うのです。言っているうちに子供は卒業してしまいますよ。この議論が始まるときに、

うちの子供は中学でしたけれども、もう高校に入っていますし、言っているうちに大学生

になってしまうと思う。これは早くしないと、本当に今義務教育にいる子なんて、卒業し

てしまいますね。 

 どんどん進んでいく中で、お子さんが非常にかわいそうだし、お子さんをお持ちの御父

兄の方などは、こういう話が行われているのかというのがもっと見えてこないと、何か日

本にいる意味がないのではないかと。そういう意味では、ぜひ早くというのは、できるこ
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とからやってもらってもいいのではないかと思うのです。エビデンスが出ているころには

うちの子供は卒業すると、多分皆さん、そう思ってしまうと思うのです。この中にも、お

子さんがまだ小学校とか中学校の方がいらっしゃると思いますけれども、そこを考えたら、

待ったなしのお話ではないかと思うので、方向性は多分同じだと思いますから、早目早目

に手を打てるような形で議論していただければと思います。 

○原座長 ありがとうございました。 

 では、引き続きよろしくお願いします。 

○小室参事官 会議資料でございますけれども、本日、席上配付で回収をすることになっ

ておりますので、資料はそのまま置いておいていただければと思います。 

 ありがとうございました。 

○文部科学省（髙谷課長） 座長、１つだけよろしいでしょうか。先ほど座長におっしゃ

っていただいた自治体の条例のオンライン結合のところ、自治体の条例は教育だけにとど

まるものではないので、私どももこういうことを進めたいと思っておるのですが、ぜひ自

治関係の部局にもお話を言っていただければ、私どもも協力して進めてまいりたいと思い

ます。。 

○原座長 個人データに関しては、医療だけで特別立法している例もあるし、教育だけで

やるというのは十分あり得ると思いますけれども、いずれにしても総務省さんとよく御相

談をいただいて、進めていただいたらいいのだろうと思います。 

 


